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病気やケガにより、保険の対象となる方が入院・手術をされた場合等（介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。）
に保険金をお支払いします。

※保険の対象となる方（被保険者）の用語の解説（定義）については､お手続きサイトに掲載の｢保険の対象となる方の範囲｣をご確認ください｡

保険料表（月払）●引受対象年齢：満5歳以上満89歳以下 ※ご加入口数は1口のみです。 （単位：円）

Iタイプ

35～39歳

20～24歳
25～29歳
30～34歳

40～44歳
45～49歳
50～54歳

1,240
1,140
1,100
1,060

1,400
1,790
2,320

加入年齢

55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳

Iタイプ加入年齢

●保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点（2025年3月1日現在）の年齢をいいます。）によって異なります。

お支払いする保険金・保険金額

病気やケガで先進医療（＊2）を受けたときに、保険金をお支払いします。
（＊2） 対象となる先進医療については、お手続きサイトに掲載の「補償の概要等」をご確認ください。

●総合先進医療保険金

※告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りすることがあります。
●医師の診査は不要 ●病気だけでなくケガの入院・手術も補償!

総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けたときに、保険金
（一時金）をお支払いします。

●総合先進医療一時金

1回の入院（＊1）について180日を限度に１日目から入院保険金を補償します。●入院１日目からしっかり補償!
（＊1） 「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。

・入院を開始してから退院するまでの継続した入院・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった身体障
害（医学上重要な関係がある身体障害を含みます。）によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院Ｐ

Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｔ

病気やケガで入院した時に…

医療補償 10% 適用
団体
割引

※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費
（見舞いに来る家族の交通費も含みます。）や
衣類、日用品費等を含みます。
※高額療養費制度を利用した場合は利用後の
金額となります。

【出典】（公財）生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」

5,000円未満

5,000円～
7,000円未満

  7,000円～
10,000円未満

10,000円～
15,000円未満15,000円～

20,000円未満

20,000円～
30,000円未満

30,000円～
40,000円未満

40,000円以上

13.8％

8.8％

11.5％

23.3％7.9％

16.0％

5.5％
13.2％

平均
20,700円

入院時の1日あたりの自己負担費用

［集計ベース：過去5年間に入院し、自己負担費用を支払った人
（高額療養費制度を利用した人および利用しなかった人（適用外含む））］

入院費って
いくらぐらいかかるの？

だから 長期の入院への準備ができると安心です。

●医療補償には、東京科学大学医科同窓会の会員およびそのご家族の方（配偶者・子供・両親・兄弟および会員本人と同居の親族）がご加入いただけます。
　ただし、団体契約の始期日時点（2025年3月1日現在）の年齢が満5歳以上満89歳以下の方に限ります。保険料表に記載のない保険料は取扱代理店にお問い合わせください。

手術1回につき入院保険金日額の

重大手術：40倍 左記以外の入院中以外の手術：5倍
左記以外の入院中の手術：10倍

5,000円

5万円

300万円限度
25万円

疾病・傷害入院保険金（日額）

疾病・傷害手術保険金

放射線治療保険金

総合先進医療基本保険金

三大疾病・重度傷害一時金

総合先進医療一時金

Iタイプ
男性・女性共通

10万円

3,100
4,300
5,830
7,760
9,760
12,180
13,080

「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！東京海上日動のサービス体制なら安心です。
ご利用はフリーダイヤルにお電話いただくだけ！様々なサービスがご利用いただけます！

メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で専門的
な医療・健康電話相談をお受けします。

夜間・休日の受付を行っている救急病院や、旅先で
の最寄りの医療機関等をご案内します。

常駐の救急科の専門医および看護師が、緊急医療
相談に24時間お電話で対応します。

■緊急医療相談 ■予約制専門医相談■医療機関案内

がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメ
ディカルソーシャルワーカーがお応えします。

■がん専用相談窓口
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続
き等、一連の手配の一切を承ります。

■転院・患者移送手配＊1

デイリーサポート

●受付時間（いずれも土日祝・年末・年始を除く）

法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。

■税務相談   午後　2時～午後4時

24時間365日

■暮らしの情報提供   午前10時～午後4時
午前10時～午後6時

※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。

●受付時間＊2

「家事代行」「食事宅配」「住宅リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者
住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただけ
る事業者をご紹介します。＊3
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。

ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類や特
徴、介護施設の入所手続き、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム＊1」をご利用いただくことも可能です。

■電話介護相談

■各種サービス優待紹介＊2

■インターネット介護情報サービス

●受付時間（いずれも土日祝・年末・年始を除く）

0120-428-834

お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。

午前9時～午後5時
＊1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。
＊2 本サービスは、サービス対象者（「ご注意ください」をご参照ください。）に限りご利用いただけます。
＊3 サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。

情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の
仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報
をご提供します。

ホームページアドレス
www.kaigonw.ne.jp

■法律相談 ■社会保険に関する相談

■電話介護相談 ■各種サービス優待紹介

自動セット

自動セット

自動セット

午前9時～午後9時

●受付時間（日祝を除く）
職場や家庭等で起こる様々な「こころ」の問題の解決をバックアップします。

自動セット

■法律・税務相談 ■社会保険に関する相談

■暮らしの情報提供
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、
暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。

提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えしま
す。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、
弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。

ホームページアドレス
www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
※ 弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりや
すく電話でご説明します。
※ 社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合
があります。

■メンタルヘルス電話相談
職場や人間関係に関するお悩み等、メンタルヘルスに
ついて看護師等にお電話でご相談いただけます。

※団体長期障害所得補償に
　ご加入いただいた場合

※医師賠償責任保険のみにご加入の方は下記サービスを
ご利用いただけません。

メンタルヘルスサポート

介護アシスト

0120-285-110

0120-708-110

0120-783-503

ご加入者向けサービスのご案内

＊1 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。　
＊2 予約制専門医相談は、事前予約が必要です（予約受付は、24時間365日）。
※正確なお客様対応を行うため、発信者番号を非通知に設定されている場合は、
電話番号の最初に「186」をダイヤルしてからおかけください。

・ご相談のご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は除きます。）、またはそれらの方の配偶者＊1・ご親族＊2の方（以下サービス対象者といい
ます。）のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象（事業活動等を除きます。）とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシスト、介護アシスト､メンタルヘルスサポートの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用
はお客様のご負担となります。
＊1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態に
ある方を含みます。婚約とは異なります。

＊2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。

ご注意
ください
〈各サービス共通〉


